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４．排水施設に関する基準 

(1) 下水道施設に関する設計計画  
(ｲ) 開発区域内の土地の形状、予定建築物の用途及び降雨量等から想定され

る汚水、雨水を支障なく排除できるよう計画すること。  
(ﾛ) 開発区域外については、上流部の集水区域面積を精査して排水量を算定

し、支障なく排除できるよう計画すること。  
(ﾊ) 下水の排除方式は、分流式とすること。  
(ﾆ) 下水排除は、原則として自然流下によって排除できるよう計画すること。 
(ﾎ) 「下水道施設計画・設計指針と解説（公益社団法人日本下水道協会）」に

準拠すること。  
(２ ) 計画下水量の算定  

(ｲ) 計画汚水量は次により算定しなければならない。  
(a) 計画人口  １戸当り  ４人  
(b) １人１日平均汚水量  ３４７ℓ ／人・日  
(c) １人１日最大汚水量  ４４５ℓ ／人・日  
(d) １人１日時間最大汚水量  ６３１ℓ ／人・日  

(ﾛ) 計画雨水量は次により算定しなければならない。  
 (a) 流出雨水量の算定基準  

合理式  
       

Ｑ：計画雨水量 (ｍ３ /sec) 
Ｃ：流出係数 (原則 0.9)但し、0.9 を採用しない場合については、市

長と別途協議すること。  
※宅地造成工事規制区域内の宅地については、0.9 とすること。 

Ａ：排水面積 (ha) 
Ｉ：降雨強度 (mm/hr) 

        
0.5510

t

460
＝Ｉ

(シャーマン型 ) 

        10
Ｉ

：10 年確率降雨強度 (mm/hr) 

         t=t1+t2：流達時間 (分 ) 
         t1：流入時間 (5～10、標準 7)(分 ) 
         t2＝Ｌ /（Ｖ×60）：流下時間 (分 ) 
          Ｖ：仮定流速 1.0～2.0、標準 1.5(m/sec) 
          Ｌ：最長流下距離 (m)  

(b) 幹線の計画雨水量は、20％増しとすること。  

・Ｉ・ＡＱ C
360

1
=
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 (3) 下水道渠の設計基準 

(ｲ) 下水道渠は原則として管渠とする。 

(ﾛ) 管渠の法線は直線とし人孔により法線の変更をするものとする。 

(ﾊ) 管渠断面決定に必要な計画下水量は、次項を考慮して定めること。 

(a) 汚水管渠にあっては計画時間最大汚水量を排除できる断面とすること。 

(b) 雨水管渠にあっては計画雨水量を排除できる断面とすること。 

(c) 管渠流量の計算は、次式によること。  

   クッター公式 

Ｑ＝Ａ・Ｖ 

Ｑ：流量(ｍ3/sec) 

Ａ：断面積(ｍ2) 

Ｖ：流速(ｍ/sec) 

         
＋ＤＲ

Ｎ・Ｒ
Ｖ＝  

          Ｉ・
Ｉ

＋
ｎ

＋Ｎ＝ 





 0.00155123  

          ・ｎ
Ｉ

＋Ｄ＝ 





 0.0015523  

          
Ｐ

Ａ
Ｒ＝ (径深) 

 (d) 流速及び勾配 

ａ、流速は下流に行くに従い漸増させ、勾配は下流に行くに従い小さくな

るように定めなければならない。 

ｂ、汚水管渠は計画下水量に対し流速を最小０．６ｍ／秒より最大３．０

ｍ／秒とすること。（参考：ＶＵ○・２００㎜で基本的に５‰） 

ｃ、雨水管渠は計画下水量に対し流速を最小０．８ｍ／秒より最大３．０

ｍ／秒とすること。 

ｄ、道路勾配等により、ａ、ｂ、ｃを遵守できない場合については、市長 

と別途協議すること。 

 

(4) 施設基準 

 (ｲ) 下水管渠 

(a) 管渠の最小管径 

Ａ：流水有効断面積 

ｎ：粗度係数(コンクリート管0.013) 

      (塩ビ管0.010) 

Ｉ：水面勾配 Ｘ/1,000 

Ｐ：流水潤辺長 
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汚水管渠にあってはＶＵ○・２００㎜、雨水管渠にあっては○・３００㎜とす

る。 

(b) 管渠の土被り基準 

原則として１．０ｍ以上とする。 

但し、土圧及び載荷重が管の耐荷力を越える場合や軟弱地盤の場合は、補

強工を施すこと。１．０ｍ以上の土被りを設けられない場合については、

市長と別途協議すること。 

(c) 本管の接合 

管頂接合を原則とする。 

段差が６０㎝以上の場合、汚水管は原則として副管を内側に設置すること。

なお、その場合は、２号マンホール以上の適用が望ましいが、省スペース

型（点検口付スリムタイプ）の内副管継手の採用等で維持管理に支障がな

い場合はこの限りではない。雨水管の場合は、人孔底部保護材（ｔ＝２０

㎜）を設置すること。 

(d) 取付管 

ａ、取付管は原則としてヒューム管又は、下水道用硬質塩ビ管を使用する。 

ｂ、取付管は原則本管に対し直角に取付け平面上直線に配管し、本管との

接合点は本管に対し６０度～９０度の位置で接合させ、本管の中心線よ

り上方に取付けること。又、本管への削孔は継ぎ手部をさけ、各削孔位

置は１ｍ以上の離隔をとること。 

ｃ、取付管の勾配は、１０‰以上とすること。 

ｄ、汚水の取付管は１５０㎜以上とする。 

ｅ、本管との取付には支管を使用し、止水を施し、番線にて固定すること。 

ｆ、曲がり部には必ず曲管を使用すること。また、自在曲管を使用する際

は曲がり角度に注意し、適正に施工すること。 

ｇ、管渠の種類 

ヒューム管は JIS A5303 に規定するもの、下水道用硬質塩化ビニル管は

JIS K6741 を使用すること。 

(ﾛ) 人孔 

(a) 人孔の配置 

ａ、管渠の方向、勾配、管径の変化する箇所、段差の生ずる箇所に設けるこ

と。 

ｂ、管渠の合流、会合する箇所に設けること。 
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ｃ、管渠の直線部においても、管径により次表の範囲内の間隔をもって設け

ること。 

マンホールの管径別最大間隔 

管  径(m/m) ６００以下 1,000 以下 1,500 以下 

最大間隔(  m ) ７５ １００ １５０ 

(b) 種類および構造 

ａ、汚水マンホールの底部には、インバートを設けること。 

ｂ、雨水マンホールの底部には、深さ１５㎝以上の泥留めを設けること。 

ｃ、中間点の人孔は、流入部と流出部で１㎝以上の落差を設けること。 

ｄ、会合点（流入管渠が鋭角（90°以上）を含む）の人孔は、流出部と会

合部で５㎝以上の落差を設けること。 

ｅ、汚、雨水マンホールとも蓋は、和泉市型デザイン蓋（状況に応じて耐

スリップデザイン蓋）を使用すること。マンホール蓋は、原則（目安）

として車道幅員が５．５ｍ未満は軽車輌用（Ｔ－１４）、５．５ｍ以上

は、重車輌用（Ｔ－２５）を使用すること。 

ｆ、交通量の多い箇所のマンホール蓋設置については無収縮モルタルに 

よる蓋据付工を施すこと。 

ｇ、マンホールの形状は、次表及び次図を標準とすること。 

ｈ、高さ調整のため、最低５㎝の調整リングを使用すること。 

ｉ、人孔と管の接合部は最低２０㎝以上でコンクリートにより裏止をす 

ること。 

ｊ、足掛金物は、樹脂被覆とし、幅３０㎝（２号マンホール以上は幅４０

cm）を使用し、３０㎝ピッチで設置すること。（ビニール被膜等を除

去すること。） 

ｋ、地盤高から 5.0m までは、組立マンホール１種ブロックを使用し、5.0

～10.0 までは、組立マンホール２種ブロックを使用すること。 

ｌ、組立マンホールを削孔する場合は、部材継目から１０cm 以上離して

行うこと。 

ｍ、人孔へ管接続を行う際に削孔同士の間隔は人孔内面側で１０cm 以上

確保すること。 
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標 準 マ ン ホ ー ル の 形 状 別 用 途 

呼び方 形状寸法 用 途 

円形１号マンホール 内径 90cm 円形 管の起点及び内径 500mm 以下の管の中間

点並びに内径 400mm までの管の会合点 

円形２号マンホール 内径 120cm 円形 内径 800mm 以下の管の中間点及び内径

500mm までの管の会合点 

円形３号マンホール 内径 150cm 円形 内径 1,100mm 以下の管の中間点及び内径

700mm までの管の会合点 

円形４号マンホール 内径 180cm 円形 内径 1,200mm 以下の管の中間点及び内径

800mm までの管の会合点 

円形５号マンホール 内径 220cm 円形 内径 1,500mm 以下の管の中間点及び内径

1,100mm までの管の会合点 

楕円マンホール 60×90cm 楕円 他の埋設物の制約等から１号マンホールが

設置できない場合 

※用途欄の内径は、流出管と流入管がほぼ同じ高さの場合である。管の段差や角度により、

形状寸法を設定することもできる。 

特 殊 マ ン ホ ー ル の 形 状 別 用 途 

呼び方 形状寸法 用 途 

特１号マンホール 内のり 60×90cm  

角形 

土被りが特に少ない場合、他の埋設物の制

約等から円形マンホールが設置できない場

合 

特２号マンホール 内のり 120×120cm  

角形 

内径 1,000mm 以下の管の中間点又は最大

内径 1,000mm(流入角度 90°)の会合点 

現場状況に応じて円形又はく形を選択 

特３号マンホール 内のり 150×120cm  

角形 

内径 1,200mm 以下の管の中間点又は最大

内径 1,000mm(流入角度 90°)の会合点 

現場状況に応じて円形又はく形を選択 

特４号マンホール 内のり 180×120cm  

角形 

内径 1,500mm 以下の管の中間点又は最大

内径 1,000mm(流入角度 90°)の会合点 

現場状況に応じて円形又はく形を選択 

現場打ち管きょ用 

マンホール 

内のり D1×D2 

角形 

く形きょ、馬てい形きょ及びシールド工法

等による管きょの中間点 

雨水吐、マンホールポンプ室 
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外副管構造標準図

平面図

副管落差

H
備　考路 線 番 号

350300150

内副管 B T

200

流入管

400 450450～500

250～400 350 400

A

本管

T

B

D
A

A－A断面図

B

本管

副管用90°支管

カラー

プレーンエンド直管

φ○○○　　※下記副管径表から選定

副管用90°曲管

落
差

H

1
5
0

H
-
1
5
0

コンクリート

砕石基礎
2
0
0

360°保護コンクリート

B

人孔蓋（１号人孔）標準図

主な使用場所

T-25

種 類

道路一般

和泉市デザイン蓋（汚水） 和泉市デザイン蓋（雨水）

T-14 歩道又は大型車の通行の少ない道路

300250150150

使　用　区　分

下流側

上流側

下流側

上流側

車道幅員を5.5ｍ以上の道路を適用対象とする。但し、車道幅

員が5.5ｍ未満であっても、一方通行道路等で、大型車輛の通

行があり交通量の多い道路と拡幅計画道路はT-25とする。

車道幅員を5.5ｍ未満の道路及び歩道とする。

内副管継手　　　
点検口付スリムタイプ

A A

内副管構造標準図

平面図

内副管用90°曲管

本管

内副管継手　　　

省スペースタイプ

固定バンド
(1.5mにつき1箇所設置)

点検口

A－A断面図

落
差

H

1
5
0

H
-
1
5
0

150

外副管

250

200

100

D D

2
0
0

2
0
0

360°保護コンクリート
200

2
0
0

2
0
0

360°保護コンクリート
200

2
0
0

2
0
0

2
0
0

360°保護コンクリート

M.2汚水 ２ 800(例）

点検口付スリムタイプ
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S=1:40

蓋及び受枠

B - B 断面図

足掛金物@300

調整材料（微膨張無収縮モルタル等）
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斜壁ブロック
（300.450.600）

（300.600.900.
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1200.1500.1800）

直壁ブロック

インバ－ト
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A - A 断面図

調整リング
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または可とう継手
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平　面　図
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ン
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ー
ル
番
号

路

線

番

号
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高

底

版

鉄

蓋

150

組 合 わ せ 部 材

管　径
流 出 管

ｍ

管　径

D

流 入 管

管底高

EL

管　径

D

本   管

EL

管底高
躯体ブロック

D H

副管高

副  　管

9060 120 180150 30

直壁ブロック

60 90 120

調整ブロック

45

斜  壁

180 30 60 5 10 25

調整金具

15 45 箇所mm

T-14T-25

110

T-8
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マ
ン
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ー
ル
深

1 1 2 1（例）
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2.240雨水①

 (H)

マ
ン
ホ
ー
ル
番
号
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線

番

号

調

整

高

底

版

鉄

蓋

47.09300

蓋及び受枠

B - B 断面図

足掛金物@300

調整材料（微膨張無収縮モルタル等）

（50.100.150）

斜壁ブロック
（300.450.600）

（300.600.900.

（600.900.1200
1500.1800）

躯体ブロック

1200.1500.1800）

直壁ブロック

調整リング

砕石基礎砕石基礎

底版底版

蓋及び受枠

足掛金物@300

A - A 断面図

調整リング
（50.100.150）
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斜壁ブロック

1200.1500.1800）
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110

鉄 
 
  

蓋
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1 2 1 1 1 1 133
150 1.393

（例）

＜使用には理由が必要（協議すること）＞
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φ318

平 面 図

10cm以上

▽ＦＨ２ ▽ＦＨ１

自在継手ゴム輪受け口片受直管 ゴム輪受け口片受直管

▽ＧＨ

立管ＨＶＵ(差し口形）

台座

内蓋（CV-R300）保護鉄蓋

ゴム輪受け口片受直管 ゴム輪受け口片受直管

小口径塩ビマンホール標準構造図

φ403

φ570

＜使用には理由が必要（原則不可、協議すること）＞

（例）

1
5
0

Ｌ
＝

Ｍ
Ｈ

－
（

ｈ
＋

１
５

０
）

ｈ

Ｍ
Ｈ

下層路盤 25cm

上層路盤 15cm

　 表層As 5cm

再生砕石

RC-40等 15cm

砂基礎

10cm以上

断 面 図

1.00m

立上りの周囲1.5～2mの範囲は、

特にしっかり締固めて下さい。

巻出し厚15cm以下で

入念に締固めて下さい。

自在継手

＊舗装構成等は参考です
別途協議下さい。
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(ﾊ) ます 
(a) ますの位置および配置 

ａ、雨水ます 
宅地内雨水ますは、民有地内に設けること。 
ｂ、汚水ます（公共汚水ます） 
原則として官民境界より民地側１．５ｍ以内に設けること。 

(b) 形状および構造 
ａ、雨水ます 
① 宅地内雨水ますには、深さ１５cm 以上の泥だめを設けること。 
② 雨水取付管の管径は１５０㎜を標準とし、排水面積を考慮した上で決定すること。 

ｂ、汚水ます（公共汚水ます） 
① 和泉市指定の塩ビ製とする。 
② 内径または内のりを最小２０㎝とし、深さは、８０～１００㎝程度とする。 
③ ふたは、鋳鉄の鎖付密閉ぶたとする。 
④ 塩ビ製汚水ますを使用するときは、原則３方向のものを使用すること。 
⑤ 原則として大型車両通行の無い場所に設置すること。（ある場合は市長と別途協

議すること。） 
⑥ 官民境界部に取付管位置が分かるように表示鋲を原則として公共用地側に設置

すること。（既設取付管の場合も含む。） 
 

    汚 水 ま す（公 共 汚 水 ま す）の 形 状 別 用 途 

呼び方 形状寸法 用 途 

VUΦ200 汚水ます 

（公共汚水ます） 

内径 20cm 円形 取付管内径 150mm、深さ 2.0m 未満の場合。 

     ※ 上記により設置不可能である場合は、市長と別途協議すること。 

 

−39−



公共汚水ます標準図

VUΦ200公共汚水ます

B

B

A

汚水

A

和泉市章位置

（鋳鉄蓋）VUφ200 VUφ200

平　面　図  断 面 図

A - A 断面図 B - B 断面図

仮止めキャップ

管外径+200程度

2
0

0
程

度

防護モルタル

取付け管等閉塞（キャップ止）標準図

本管　VUφ200等

360°巻砂基礎 t=100
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本管　VUφ200等
公

共
汚

水
ま

す

取付管布設標準図

90°支管（番線止め）

曲管（15～60°）
直管

本管掘削幅

360°巻砂基礎 t=100

【共通事項】

取付管を再利用する場合は「異種管継手」等、適切な継手を使用すること。

管基礎
360°巻砂基礎 t=100

VU管取りの場合
1500以内

官
民
境
界

表示ピン

自在曲管を使用する場合

良い例 悪い例

曲り角度 曲り角度

曲り角度を大きくする 曲り角度を小さくする

滞留部

管基礎
360°巻砂基礎 t=100

1500以内

官
民
境
界

表示ピン

VUφ150

HP管取りの場合

ＨＰ管用90°支管（番線止め）＋保護モルタル

又は

ＦＬ支管・ワンタッチ支管

・メカロック支管等（同等品）

本管　HPφ1000等

直管
VUφ150

200

200

2
0

0
2

0
0

360°巻保護コンクリート

t=200

人孔取りの場合

10‰以上

10‰以上

上側

上側

公
共

汚
水

ま
す
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埋埋戻戻材材：：RRCC--3300、、購購入入土土、、改改良良土土、、流流用用土土、、（（再再生生））砂砂、、流流

動動化化処処理理土土等等  

  

※※ななおお、、流流用用土土のの使使用用ににつついいててはは、、事事業業者者ににおおいいてて、、国国土土

交交通通省省発発生生土土利利用用基基準準（（平平成成 1188 年年 88 月月））にに準準じじてて確確認認ささ

れれたたいい。。  

舗装構成は道路管理者の指示による。 

機械埋戻 
埋戻厚 30cm 毎に
転圧すること。 

※雨水は道路集水桝等に接続する。 

舗装構成は道路管理者の 
指示による。 

機械埋戻 
埋戻厚 30cm 毎
に転圧すること。 
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※建設工事公衆災害防止対策要綱 土木工事編 （平成５年１月１２日 建設省経建発第１号）に

準じて安全な施工を確保されたい。特に下記については留意されたい。 
第 6 章土留工 

第41 土留工を必要とする掘削 

起業者又は施工者は、地盤を掘削する場合においては、掘削の深さ、掘削を行っている期間、当

該工事区域の土質条件、地下水の状況、周辺地域の環境条件等を総合的に勘案して、土留工の型

式を決定し、安全かつ確実に工事が施工できるようにしなければならない。 

この場合、切取り面にその箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、掘削の深

さが1.5メートルを越える場合には、原則として、土留工を施すものとする。また、掘削の深さ

が４メートルを超える場合、周辺地域への影響が大きいことが予想される場合等重要な仮設工事

においては、親杭横矢板、鋼矢板等を用いた確実な土留工を施さなければならない。 

 

竣工図には、下水道整備課(下水道台帳)で確認した既設人孔の下流の値（TP）を反映されること。 
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(ﾆ) その他の排水施設 
函渠、開渠 
下水道本管は原則として管渠であるが、上下流の状況、もしくは用水路等の

利用状況に応じて、函渠または開渠とすることができる。この場合の施設の

構造については別途市長と協議すること。 
(ﾎ) その他 

(a)植樹帯等の付近に下水道施設を設置する場合は防根シート等で対策すること。 
(b)上記以外のことについては、下水道法および「下水道施設計画・設計指針と解説」

に従うこと。 
 (5) 下水道敷に関する基準 

(ｲ)雨水管及び汚水管を公道に設けることができない場合は、下水道敷を設けること。 
(ﾛ)下水道敷の幅は 2.0ｍを標準とし、コンクリート(原則として基礎砕石厚 t=15cm コン

クリート厚 t=10cm)で舗装すること。 
(ﾊ)下水道敷の所有権は、原則として市に無償で帰属すること。 
(ﾆ)下水道敷の周囲には、高さ 1.8ｍ以上の防護柵及び門扉を設置すること。 
(ﾎ)立入を禁止する旨の啓発看板を必要に応じて設置すること。 
(ﾍ)下水道敷には、雨水排水用の集水桝（現場打もしくは 2 次製品、Ｔ－１４、グレーチ

ング）を設置し、排水施設へ接続すること。 
 

 (6) 添付図面及び工事写真 
(ｲ) 添付図面 

(a) 申請時 
ａ、排水区画割平面図            縮尺 １／３００～１／２５００ 
ｂ、排水施設平面図             縮尺 １／３００～１／２５００   
ｃ、排水管布設平面図            縮尺 １／３００ 
ｄ、排水管布設縦断図            縮尺 縦１／１００ 横１／３００ 
ｅ、排水管布設横断図            縮尺 １／５０～１／１００  
ｆ、排水施設構造図              縮尺 １／３０～１／５０ 
ｇ、流末水路構造図              縮尺 １／３０～１／５０ 
ｈ、流量計算書                  （別途指示。（例）雨水については全体計画 

1,000 ㎡以上の場合） 
(b) 竣工時 

ａ、完了図書の提出（全て出来形数値にて提出すること） 
① 位置図 
② 排水計画平面図 
③ 縦断図（本管布設の場合のみ、縦断図の表記方法については図のとおり） 
④ 構造図（人孔、汚水桝、組立マンホール計算書など） 

ｂ、A3 白焼図 
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ｃ、図面を所定のデータ（ＰＤＦ、ＣＡＤ等）にしてＣＤ－Ｒにて提出すること。 
ｄ、引渡書 

 
 (ﾛ) 工事写真 

(a) 工事前全景 
(b) 工事中 

ａ、管布設工 
 ①掘削状況 
 ②管基礎（管下）投入、敷均し、転圧、出来形 
 ③管口滑材塗布状況 
 ④管布設状況（土のうを用いた場合は切断すること） 
 ⑤管基礎胴締め、水締め状況 
 ⑥管基礎（管上）投入、敷均し、転圧、出来形 
 ⑦すべての層の埋戻し（適切な埋戻材※）投入、敷均し（300 ㎜以内）、転圧、

出来形 
ｂ、マンホール設置工 
 ①掘削状況 
 ②基礎砕石（RC－４０）投入、敷均し、転圧、出来形 
 ③底版ブロック設置状況、設置完了、コーキング状況 
 ④躯体ブロック設置状況、設置完了、コーキング状況 
 ⑤直壁ブロック設置状況、設置完了、コーキング状況 
 ⑥斜壁ブロック設置状況、設置完了、コーキング状況 
 ⑦調整リング設置状況、設置完了（高高ささ調調整整ののたためめ、、調調整整リリンンググはは必必ずず設設置置すす

るるこことと） 
 ⑧人孔蓋設置状況、設置完了 
 ⑨管口仕上げ（外側部分） 
 ⑩すべての層の埋戻し（適切な埋戻材※）投入、敷均し（300 ㎜以内）、転圧、

出来形 
 ⑪インバート生コン打設状況、仕上げ状況、出来形状況  
ｃ、公共汚水ます設置工 
〈取付管〉 
 ①掘削状況 
 ②管基礎（管下）投入、敷均し、転圧、出来形 
 ③取付管布設状況、配管完了（本管接続部から公共汚水ますまでの全景） 
 ④管基礎胴締め、水締め状況 
 ⑤管基礎（管上）投入、敷均し、転圧、出来形 
 ⑥すべての層の埋戻し（適切な埋戻材※）投入、敷均し（300 ㎜以内）、転圧、

出来形 
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〈公共汚水ます設置（塩ビ製の場合）〉 
 ①掘削状況 
 ②砂基礎（１０cm 以上）投入、敷均し、転圧、出来形（底部の厚さ） 
 ③公共汚水ます周りの砂基礎投入、敷均し、転圧 
 ④公共汚水ます設置完了 
〈支管設置〉 

 ①本管削孔状況 
 ②支管コーキング状況 
 ③支管の取付状況（番線で留めていること） 

       (c) 竣工後全景 
(ﾊ) 完了図書及び工事写真提出にて竣工検査完了とする。 

     
※  埋戻し材とは、RC-30、購入土、改良土、流用土、（再生）砂、流動化処理土等を

指す。 
 なお、流用土の使用については、事業者において、国土交通省発生土利用基準（平

成 18 年 8 月）に準じて確認されたい。 
 

※ 撮影頻度 
・管布設工は１か所/４０m 毎 
・マンホール設置工は１か所/３か所毎 
・公共汚水ます設置工は全箇所 

 ・各取付管の本管接続部と公共汚水ますまでの全景写真は全数分必要です。 
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